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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
中空糸膜型血液透析器と、前記透析器の中空糸膜内側を流通させるようにして血液回路の
流入側に接続された動脈血回路、及び流出側に接続された静脈血回路と、前記動脈血回路
の途中に接続された輸液注入回路と、前記輸液注入回路と前記動脈血回路の接合点から前
記透析器の間に設置された血液ポンプと、前記静脈血回路の途中から分岐された滞留液系
外排出回路と、前記静脈血回路の途中に設けられた静脈血クランプと、前記透析器内の中
空糸膜外側を透析液が流通するようになした実質的に密閉循環回路を形成した透析液流通
回路と、前記透析液流通回路途中に系外から新しい透析液を供給する透析液注入回路で構
成されてなり、かつ、前記動脈血回路の上流端と前記静脈血回路の下流端を連結して血液
循環回路が形成され、前記透析液注入回路を通して系外から透析液を前記透析液流通回路
に注入して前記透析器の中空糸膜を介して透析液側から血液側に透析液を流入させ、該流
入した透析液を前記血液ポンプで前記血液循環回路中を循環させながら、余剰の流入透析
液を前記滞留液系外排出回路から溢流させ、予め定められた液量だけ前記血液循環回路を
循環した後に透析液注入回路からの透析液の流入を停止し、代わりに前記輸液注入回路か
ら輸液を注入して前記血液循環回路内の滞留透析液を前記滞留液系外排出回路から排出し
て、血液循環回路内の透析液を前記輸液注入回路から注入される輸液に置き換えるように
構成されてなる血液透析装置を用いて、前記透析液注入回路を通して系外から透析液を前
記透析液流通回路に注入して前記透析器の中空糸膜を介して透析液側から血液側に透析液
を流入させ、該流入した透析液を前記血液ポンプで前記血液循環回路中を循環させながら
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、余剰の流入透析液を前記滞留液系外排出回路から溢流させる工程、流入透析液を前記血
液ポンプで前記血液循環回路に循環させつつ静脈血クランプのみを遮断、開放を繰り返す
工程、および前記輸液注入回路から輸液を注入して前記血液循環回路内の滞留透析液を前
記滞留液系外排出回路から排出して、前記血液循環回路内の透析液を前記輸液注入回路か
ら注入される輸液に置き換える工程からなることを特徴とする血液透析装置のプライミン
グ方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、透析器の洗浄操作が簡便でかつ洗浄性が良好な血液透析装置のプライミング方
法に関するものである。特に、透析患者体内に入るプライミング液の清浄性に優れたプラ
イミング方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　中空糸膜型血液透析器を用いた血液透析治療においては、治療開始前に必ず血液が流通
する部分、すなわち、透析器中空糸膜内側と動脈血回路および静脈血回路（以下、この３
者が接続された状態を血液回路と総称する）を洗浄し、かつ血液回路中の空気を追い出し
ながらプライミング液を充填・置換する、プライミングと呼ばれる操作が行なわれる。こ
のプライミングは、血液が接触する回路内面に残存している異物を洗い流すことにより、
異物の体内への混入を防止するとともに、異物との接触による血液溶解を防止するためで
ある。また、同時に中空糸膜や血液回路内に存在した空気を全て追い出し、人体への空気
混入を防止するためでもある。なお、このプライミング操作後に回路内に残留したプライ
ミング液は人体血液に還流されるものであり、高度の清浄性を必要とされる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　このプライミング操作は、血液回路内面の洗浄とともに血液回路中の空気をプライミン
グ液で完全に追い出すため、医療スタッフにとって多大の手間と時間を要する。なぜなら
、微小な空気（気泡）でも存在すると、これが人体の血液に混入した時に血液の流れを阻
止し、血液の流れを阻止（梗塞）する等の重大な医療事故をもたらす恐れがあるためであ
る。
【０００４】
　そのため医療スタッフは動脈血回路及び静脈血回路の先端の針を患者血管に挿入する前
に、動脈血回路の針は輸液バッグに刺し、静脈血回路は開放して、輸液を血液回路に流し
ながら血液透析器を叩くあるいは振り回し、更には鉗子で血液回路を頻回に閉塞・開放し
、その圧力ショックで気泡を静脈血回路から完全に追い出している。
【０００５】
　更に一般的には、動脈血回路及び静脈血回路はドライ（充填液がない）であっても、血
液透析器内は充填液で充満されたウエットタイプが普及しているが、最近は中空糸膜内外
ともに充填液がないドライタイプの血液透析器が提供されている。この場合は、中空糸膜
内側に多量の空気が存在しているわけであるが、これが抜け難いために上記操作を一層難
しいものにしている。
【０００６】
　特に、血液透析は多数の患者を対象に一斉に治療が開始されるわけであり、その手技的
な難しさのみならず、迅速さを要求され、かつ医療安全の確保と絡んで医療スタッフの負
担は大変なものである。
【０００７】
　これを改善するものとして、透析液供給回路にエンドトキシンカットフィルターを設置
し、当該フィルターを透過した透析液を中空糸膜の外側から内側へ逆濾過させ、プライミ
ングを実施するようにして、当該操作を自動化した装置が提案されている（特許文献１）
。
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【０００８】
　しかし、かかる装置ではエンドトキシンカットフィルターと言う高価な装置を必要とす
るだけでなく、エンドトキシンカットフィルターの管理が十分でなかったり、あるいは中
空糸膜リークが発生した場合は、このプライミング液が清浄であるとの保証はなく、清浄
でないようなプライミング液が体内に混入するという重大な潜在的リスクを有している。
【０００９】
【特許文献１】
特許第２９７９２３４号公報
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、十分な回路洗浄性と空気排除性を維持しながら、同時に血液透析開始時のプ
ライミング液を確実に清浄な状態に保持した、血液透析装置の自動プライミング方法を提
供せんとするものである。
【００１１】
　かかる目的を達成する本発明の血液透析装置のプライミング方法は、以下の通りの構成
を有するものである。
【００１２】
　すなわち、中空糸膜型血液透析器と、前記透析器の中空糸膜内側を流通させるようにし
て血液回路の流入側に接続された動脈血回路、及び流出側に接続された静脈血回路と、前
記動脈血回路の途中に接続された輸液注入回路と、前記輸液注入回路と前記動脈血回路の
接合点から前記透析器の間に設置された血液ポンプと、前記静脈血回路の途中から分岐さ
れた滞留液系外排出回路と、前記静脈血回路の途中に設けられた静脈血クランプと、前記
透析器内の中空糸膜外側を透析液が流通するようになした実質的に密閉循環回路を形成し
た透析液流通回路と、前記透析液流通回路途中に系外から新しい透析液を供給する透析液
注入回路で構成されてなり、かつ、前記動脈血回路の上流端と前記静脈血回路の下流端を
連結して血液循環回路が形成され、前記透析液注入回路を通して系外から透析液を前記透
析液流通回路に注入して前記透析器の中空糸膜を介して透析液側から血液側に透析液を流
入させ、該流入した透析液を前記血液ポンプで前記血液循環回路中を循環させながら、余
剰の流入透析液を前記滞留液系外排出回路から溢流させ、予め定められた液量だけ前記血
液循環回路を循環した後に透析液注入回路からの透析液の流入を停止し、代わりに前記輸
液注入回路から輸液を注入して前記血液循環回路内の滞留透析液を前記滞留液系外排出回
路から排出して、血液循環回路内の透析液を前記輸液注入回路から注入される輸液に置き
換えるように構成されてなる血液透析装置を用いて、前記透析液注入回路を通して系外か
ら透析液を前記透析液流通回路に注入して前記透析器の中空糸膜を介して透析液側から血
液側に透析液を流入させ、該流入した透析液を前記血液ポンプで前記血液循環回路中を循
環させながら、余剰の流入透析液を前記滞留液系外排出回路から溢流させる工程、流入透
析液を前記血液ポンプで前記血液循環回路に循環させつつ静脈血クランプのみを遮断、開
放を繰り返す工程、および前記輸液注入回路から輸液を注入して前記血液循環回路内の滞
留透析液を前記滞留液系外排出回路から排出して、前記血液循環回路内の透析液を前記輸
液注入回路から注入される輸液に置き換える工程、からなることを特徴とする血液透析装
置のプライミング方法である。
【００１３】
　かかる本発明の方法によれば、大量の透析液を血液透析器内の中空糸膜の外側から内側
に流入させるため、血液回路内面の十分な洗浄効果が得られ、また、回路内の流速アップ
により、空気の排除性も良好である。
【００１４】
　更に、回路洗浄と空気排除終了後に、清浄な輸液（一般的には、生理食塩水である）で
置換されるため、従来方法に見られた清浄度の保証のない高価なエンドトキシンカットフ
ィルターを出た透析液が体内に混入することはないものである。
【００１５】
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【発明の実施の形態】
　以下、図面等に基づいて、さらに詳しく本発明の血液透析装置のプライミング方法につ
いて説明をする。
【００１６】
　図１は、本発明に係る血液透析装置の全体構成概略図である。
【００１７】
　図２から図５は、本発明に係る血液透析装置の動作ステップを説明するモデル図である
。
【００１８】
　図６は、本発明に係る血液透析装置の他の実施態様例を説明する全体構成概略図である
。
【００１９】
　図１において、中空糸膜型血液透析器１内には約１万本の中空糸膜が収納されている。
該中空糸膜を介して中空糸の内側には血液が、外側には透析液が流れる。透析中には、動
脈血回路２はコネクタＡの先端（動脈血回路上流端）に取り付けられる動脈針（図示せず
）により患者上腕動脈に穿針され、動脈血回路２を経て透析器１に導入される。
【００２０】
　透析器１内で中空糸膜を介して透析液により浄化処理された血液は、静脈血回路３、コ
ネクタＢの先端（静脈血回路下流端）に取り付けられる静脈針（図示せず）を経て、患者
上腕静脈に還流される。
【００２１】
　輸液注入回路４は、輸液バッグ１１内の輸液（一般的には生理食塩水）が、輸液切れ検
知器１２、輸液クランプ１３を経て、回路２の血液ポンプ１４の入側Ｃ点に注入される。
１５および１６は各々動脈血回路、静脈血回路に設けられたドリップチャンバであり、こ
こで、気泡を一時的に捕捉するとともに、ＰＳ（Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｗｉｔｃｈ：圧力
スイッチ）によりその内圧を監視する。
【００２２】
　静脈血回路中の静脈血回路ドリップチャンバ１６の上部には、滞留液系外排出回路５が
設けられており、その途中に排出液クランプ１７が設置されている。更に、ドリップチャ
ンバ１６出の静脈血回路３中には気泡検知器１８、静脈血クランプ１９が設けられ、万一
のときの空気の患者への混入を監視、阻止している。
【００２３】
　透析液流通回路６は、透析器１の透析液入口、出口と接続され、例えば、特許公報１３
６３７６７号に記載された等量化チャンバ２０および送液ポンプ２１で、実質的な密閉循
環回路を形成している。チャンバ２０内には、可撓性隔膜２２が収納され、チャンバ２０
から透析器１に送液された新鮮透析液と全く等量の使用済透析液がチャンバ２０の反対側
に還流する。実際には、このチャンバ２０は２基設けられ、交互に切替えて連続運転され
る。透析液流通回路６の透析器１入側には密閉循環回路外からの新鮮な透析液注入回路７
が接続され、回路途中には遮断弁２３および圧力調節弁２４が設置されている。
【００２４】
　次に、図２以降で動作を説明する。
【００２５】
　図２は、プライミング操作に関するステップ１である。まず、コネクタＡ、Ｂを連結し
た後に、血液ポンプ１４を停止したままでクランプ１３、１７、１９を開放する。すると
、輸液バッグ１１内の生理食塩水が自然落下により回路４に充填される。ほぼ回路４が充
填された時点でステップ１は終える。
図３のステップ２においては、クランプ１３は閉止され、生理食塩水の供給は停止される
。それに代わって血液ポンプ１４が稼動する。
【００２６】
　更に透析液ポンプ２１が稼動し、回路６内を透析液が流れる。同時に遮断弁２３が開放
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され、圧力調節弁２４を経て設定された圧力の透析液が回路７より注入される。回路６は
上述したごとく実質的に密閉循環回路であるため、回路７より注入された透析液は、透析
器１内の中空糸膜を経て血液側に移行する。血液ポンプ１４が駆動しているので、矢印の
方向に透析液は透析器１、回路３、２を図の方向に流通しながら、全血液回路に透析液を
満たす。回路５からは、最初は回路３、２内の空気が押し出されて排出されるが、ほぼ全
量排出された後は、引続き回路７から供給される透析液分が余剰の透析液として排出され
ることになるものである。
【００２７】
　ステップ２の後、ステップ３の前に遮断弁２３を閉止した状態で、血液ポンプで血液循
環回路に透析液を循環させる。
【００２８】
　このとき、静脈血回路３中の静脈血クランプ１９のみを遮断、開放する。１～５秒の間
隔で遮断、開放を３０回以上繰り返すことが有効である。この繰り返し回数は、血液循環
回路中に存在した気泡が、回路内を一巡するに必要な時間から決定される。例えば、クラ
ンプ１９の開閉時間をＴ、開閉回数をＦ、全血液循環回路（透析器１を含む）の容量がＶ
、血液ポンプ１４の送液量をＱ、開閉とした場合、Ｆは下記が目安となる。
【００２９】
　Ｆ＝Ｖ÷（Ｔ×Ｑ）
　このクランプ１９の開閉で発生する圧力振動により、回路内の空気の排除性は格段に向
上できる。
【００３０】
　この気泡検知器１８とクランプ１９の組み合わせは、通常の透析において、患者への空
気混入を防止するために標準的に取り付けられているものであり、当該空気排出促進のた
めの特別な装置は必要でない。更に、この組み合わせはドリップチャンバ１６の後に設置
されているため、開閉による圧力ショックが緩和され、透析器１内の中空糸膜の破損リー
クに繋がるようなことはない。
【００３１】
　十分に血液回路内の空気が排出された後に図４のステップ３に移行するが、遮断弁２３
は閉止され回路７からの透析液の供給は停止されている。従って、中空糸膜を介した血液
回路への透析液の流れもない。クランプ１９は閉止される。代わって、改めてクランプ１
３が開放され、生理食塩水が血液ポンプ１４により回路４より引出され、血液循環回路中
にあった滞留透析液は、矢印のように動脈血回路２の下流側、透析器１、静脈血回路３の
上流側を経て、回路５より排出される。
【００３２】
　上述した回路が生理食塩水で置換された時点で、図５のステップ４に移行する。このと
き、血液ポンプ１４は停止し、代わってクランプ１９が開放される。そのため矢印のよう
に血液回路２の上流側、コネクタＡ、Ｂ、血液回路３の下流側、回路５へ生理食塩水が流
れ、プライミングに使われた透析液と置換される。
【００３３】
　このステップ３、４により、全血液回路内の滞留透析液が全量生理食塩水に置換された
ことになり、次には、例えばクランプ１３、１７、１９を閉止し、透析工程への待機に入
るものである。
【００３４】
　なお、血液ポンプにより循環される透析液量は予め設定されるが、これは血液透析液の
易洗浄性や、透析液側から血液側に流入させる透析液流量によるものである。通常、流入
される透析液量は１Ｌ程度であるが、洗浄性が悪い透析器においては更に大量の透析液を
流入させてて洗浄性の向上を図る。この循環透析液量は、血液ポンプ１４の総吐出量を監
視してもよいし、また血液ポンプ流量を例えば３００ｍｌ／分に設定すれば、動作時間で
規定することもできる。　更に遮断弁２３及び圧力調節弁２４に代えて定量ポンプを用い
、その動作時間を規制すれば、系外から透析液流通回路６に注入される透析液量を正確に
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規定できる。
【００３５】
　また、置換する生理食塩水量は、透析器１と動脈血回路２および静脈血回路３の合計内
容積量が目安となり、それより著しく少ないのは本発明の所期の目的からして好ましくな
く、また、ピストンフロー的な液置換が可能であるため、必要以上に生理食塩水を使用す
ることもない。
【００３６】
　さらに、図６に示す如く、回路４と回路２の結合点Ｃを、動脈針に接続されるコネクタ
Ａの直後にすると一層本発明の効果は向上する。なぜならば、透析終了に伴い、回路２、
３及び透析器１内の残存血液は患者に返血されねばならない。このとき、空気混入を避け
るため、輸液バッグ１１からの生理食塩水による押し出しが指導されているが、結合点Ｃ
が動脈針のすぐ後にあれば、動脈針点Ａから結合点Ｃ間の滞留血液の回収は無視できる。
【００３７】
　この量は、例えばＡ～Ｃ間の距離が５ｃｍであれば、わずか１ｍｌにもならないためで
ある。従来は、このＣ点が動脈針から遠く離れていたため、この動脈血を正常時の流れと
は逆に動脈側に返血する必要があった。しかし、動脈回路では血栓が発生しやすいため、
この血栓が患者動脈に返血されて医療事故を引起す可能性も指摘されていた。
【００３８】
　本実施例では、この廃棄されるＡ～Ｃ間の血液は、血液分析のための採血に使用される
量より少なく、問題となるレベルではない。また、このとき、図６のように結合点Ｃの上
流にある動脈血回路２および輸液注入回路４には、回路（一般的には可撓性のある塩ビチ
ューブ）を押し潰して閉塞できる動脈血回路クレンメ１０１、輸液回路クレンメ１０２が
必要である。透析中は１０１が開、１０２が閉となり、動脈血の輸液回路４への侵入を阻
止し、返血時には１０１が閉、１０２が開となり、動脈血の回路２への流出を阻止する。
特にクレンメ１０２は結合点Ｃにできるだけ近いことが望ましい。
【００３９】
　なお、この場合、上腕に留置された動脈針の直後から２本の回路（輸液バッグ１１へ至
る輸液注入回路４と透析器１に至る動脈血回路２）が並走することとなり、患者にとって
は煩わしいのみならず、回路が何かに引っかかって針が抜けるなどのトラブルを起こす懸
念がある。
【００４０】
　これに対して、結合点Ｃは、コネクタ１０３の如くＹ（あるいはｙ）型とし、結束バン
ド１０４により、患者ベッドから十分に離れるまでは実質的に２本の回路を一体化するこ
とが望ましい。
【００４１】
　また、結束バンド１０４は、図示したような蛇状の一本ものではなく、独立したリング
状のものを数箇所に取り付けて結束してもよい。
【００４２】
【発明の効果】
　本発明によれば、血液回路の洗浄、回路内の空気排出が短時間で確実に、かつ人手を要
することなく自動で実施できるとともに、透析治療に先立って生理食塩水に置換すること
により、体内に導入される回路滞留液の清浄度を維持することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明に係る血液透析装置の全体構成概略図である。
【図２】図２は、本発明に係る血液透析装置の動作を説明するモデル図である。
【図３】図３は、本発明に係る血液透析装置の動作を説明するモデル図である。
【図４】図４は、本発明に係る血液透析装置の動作を説明するモデル図である。
【図５】図５は、本発明に係る血液透析装置の動作を説明するモデル図である。
【図６】図６は、本発明に係る血液透析装置の他の実施態様例を説明する全体構成概略図
である。
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【符号の説明】
１：透析器
２：動脈血回路
３：静脈血回路
４：輸液注入回路
５：滞留液系外排出回路
６：透析液流通回路
７：透析液注入回路
１１：輸液バッグ
１２：輸液切れ検知器
１３：輸液クランプ
１４：血液ポンプ
１５：動脈血回路ドリップチャンバ
１６：静脈血回路ドリップチャンバ
１７：排出液クランプ
１８：気泡検知器
１９：静脈血クランプ
２０：等量化チャンバ
２１：送液ポンプ
２２：可撓性隔膜
２３：遮断弁
２４：圧力調節弁
１０１：動脈血クレンメ
１０２：輸液クレンメ
１０３：コネクタ
１０４：結束バンド
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